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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設〕に係る 

使用前検査申請書記載事項の変更届 

 

〔ウラン棒状燃料の製作〕 

 

平成３０年６月２８日付け３０原機（科臨）００８をもって申請（平成３１年４月４

日付け３１原機（科臨）００３、令和元年１２月２５日付け令０１原機（科臨）０１８

及び令和２年４月１７日付け令０２原機（科臨）００３で変更）した使用前検査申請書

の記載事項の一部を以下のとおり変更したので、原子力利用における安全対策の強化の

ための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）附則第７条第１項の規定により、改正前の試験研究の用に

供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第３条の３第２項の規定に基づき届け出ま

す。 

 



 

 

記 

 

１．変更の内容 

１）申請書記載事項第７号「申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の

予定時期」の記載を次のとおり変更する。 

 

 

変更前 

７. 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期 

令和４年２月 

 

変更後 

７. 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期 

令和５年１月３１日 

 



 

 

 

２）申請書記載事項第３号「工事工程表」の別紙―１及び申請書記載事項第４号

「検査を受けようとする事項、期日及び場所」の別紙―２の記載を次のとお

り変更する。 
 

 

変更前 

〇別紙－１について 

工 事 工 程 表 

     年 月 

設 備 

平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 

令和 

４年 
4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 
                 

１.原子炉本体 

(2) 燃料体 

イ.ウラン 

棒状燃料 

                 

                 

 

 

 

〇別紙－２について 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

事    項 

認可

番号 
原規規発第 1805304号 

認可  

年月日  
平成30年5月30日 

認可申請

番号  
29原機(科福開)007 

検査申請 

番号  
30原機（科臨）008 

検査申請 

年 月 日 
平成30年6月28日 

変更 

年月日 令和 2 年 4 月 17 日 

工事名 ＳＴＡＣＹ（ウラン棒状燃料の製作） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界

実験装置）施設 

 原子炉本体 

  燃料体 

ウラン棒状燃料 

材料検査 

寸法検査 

密度検査 

溶接検査 

外観検査 

重量検査 

充填ガス確認検査 

平成 30年 

7 月 2 日 

～ 

令和 4年 

2 月 7 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 

 



 

 

 

変更後 

〇別紙－１について 

工 事 工 程 表 
 

 

     年 月 

設 備 

平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 令和４年 

令和 

５年 
4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 
                     

１.原子炉本体 

(2) 燃料体 

イ.ウラン 

棒状燃料 

                     

                     

 

 

〇別紙－２について 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 
 

事    項 

認可

番号  
原規規発第 1805304号 

認可  

年月日  
平成30年5月30日 

認可申請

番号  
29原機(科福開)007 

検査申請 

番号  
30原機（科臨）008 

検査申請 

年 月 日 
平成30年6月28日 

変更 

年月日 令和 3 年 3 月 26 日 

工事名 ＳＴＡＣＹ（ウラン棒状燃料の製作） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界

実験装置）施設 

 原子炉本体 

  燃料体 

ウラン棒状燃料 

材料検査 

寸法検査 

密度検査 

溶接検査 

外観検査 

重量検査 

充填ガス確認検査 

平成 30年 

7 月 2 日 

～ 

令和 5年 

1 月 31日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

この他、設計変更又は追加要求が生じた構築物等（工事を伴わない構築物、系統及び機器を

含む。）について、「試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則」（平成

25 年原子力規制委員会規則第 23号）※との適合性確認結果の検査を行う。 

※原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 15号）附則第７条第１項の規定に

基づき、なお従前の例による。 



 

 

 

２. 変更の理由 

試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期及び検査を受けようとする期日に

ついて、その後の工程調整に伴い、変更が必要になったため。また、設計変更又は追加

要求が生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査の追加。 

 

 

以上 


